
長 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 議 会 の 定 例 会 の 回 数 を

定 め る 条 例  

平 成 １ ９ 年 ２ 月 ２ 日  

条 例 第 １ 号  

 

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 ２ ９ ２ 条 に お い て 準

用 す る 同 法 第 １ ０ ２ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 長 崎 県 後 期 高 齢 者

医 療 広 域 連 合 議 会 の 定 例 会 の 回 数 は 、 毎 年 ２ 回 と す る 。  

   附  則    

１  こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 条 例 の 施 行 の 日 か ら 平 成 １ ９ 年 １ ２ 月 ３ １ 日 ま で に 招 集

す る 定 例 会 の 回 数 は 、 こ の 条 例 の 規 定 に か か わ ら ず 、 １ 回 と す

る 。  


